
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フラットケーブルの接続部が収容される収容部に隣接して配され、該接続部の電極部に
対する電気的接続を行う可動接点部を有する可動側端子形成部と、該可動側端子形成部の
可動接点部に対し所定の圧力で該フラットケーブルの電極部を付勢する付勢部とを含んで
なる第１のコンタクト端子と、
　前記収容部に隣接して前記第１のコンタクト端子とともに配され、前記フラットケーブ
ルの接続部の電極部に対する電気的接続を行う可動接点部を有する可動側端子形成部を有
する第２のコンタクト端子と、
　

位置決め部と、
　を具備して構成されるフラットケーブル用コネクタ。
【請求項２】
　前記第１のコンタクト端子および前記第２のコンタクト端子の可動側端子形成部は、前
記フラットケーブルの電極部に電気的に接続される可動接点部を有し

可動側端子と、一端が該可動側端子に電気的に接続される接続端子とを含んでな
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前記第１のコンタクト端子および第２のコンタクト端子の可動側端子形成部の可動接点
部がそれぞれ挿入される複数のスリットが形成される面を前記第１のコンタクト端子およ
び第２のコンタクト端子の配列方向に沿って前記収容部に有し、前記接続部の電極部が該
複数のスリットが形成される面に当接されることにより、前記接続部の電極部の前記第１
のコンタクト端子および前記第２のコンタクト端子における可動接点部に対する位置を位
置決めするとともに、該可動接点部の変位方向に沿った変位量を規制する

Ｃ形またはＳ形に形
成される



ることを特徴とする請求項１記載のフラットケーブル用コネクタ。
【請求項３】
　前記第１のコンタクト端子における可動側端子形成部と前記付勢部とが一体に形成され
ることを特徴とする請求項１記載のフラットケーブル用コネクタ。
【請求項４】
　前記位置決め部により位置決めされた前記フラットケーブルの電極部が、前記第１のコ
ンタクト端子における可動側端子形成部の可動接点部と前記付勢部との間に配されること
を特徴とする請求項１記載のフラットケーブル用コネクタ。
【請求項５】
　前記第１のコンタクト端子は、接地するために用いられる接地用コンタクト端子であり
、前記第２のコンタクト端子は、信号を伝送するために用いられる信号用コンタクト端子
であることを特徴とする請求項１記載のフラットケーブル用コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、フラットケーブルと配線基板との間の電気的接続を行うフラットケーブル用コ
ネクタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
電子機器内部における電装部品相互間の電気的接続を行うにあたり、ケーブル用コネクタ
が実用に供されている。ケーブル用コネクタは、例えば、フラットケーブル（ＦＦＣ）、
または、フレキシブル配線基板（ＦＰＣ； flexible printed circuit）を介してプリント
配線基板に電装品を電気的に接続するものとされる。ケーブル用コネクタは、ケーブルの
固定方法が互いに異なる例えば、ロータリ式あるいはスライド式が実用に供されている。
【０００３】
スライド式のケーブル用コネクタは、例えば、図１６（Ａ）および図１６（Ｂ）にも示さ
れるように、プリント配線基板２上に配されケーブル収容部１６を有するコネクタ本体部
１８と、コネクタ本体部１８におけるケーブル収容部１６に設けられプリント配線基板２
の電極部とフレキシブル配線基板６の端子部６Ｅとを電気的に接続する複数のコンタクト
端子２０ａｉ（ｉ＝１～ｎ，ｎは正の整数）と、コネクタ本体部１８に対し摺動可能に支
持されるストッパ部材２２とを含んで構成されている。
【０００４】
コネクタ本体部１８は、接続されるべきフレキシブル配線基板６の端子部６Ｅが通過する
挿入口２４を一方の端部に有している。その挿入口２４は、コネクタ本体部１８の内部に
形成されるケーブル収容部１６に連通している。コネクタ本体部１８のケーブル収容部１
６は、コネクタ本体部１８の内壁により囲まれ形成されている。コネクタ本体部１８のケ
ーブル収容部１６の上部を形成する部分の内側には、ストッパ部材２２の両端部がそれぞ
れ摺動可能に支持される案内溝１８ｇがフレキシブル配線基板６の着脱方向に沿って形成
されている。フレキシブル配線基板６の端子部６Ｅのコンタクト端子２０ａｉの可動端子
部に対する着脱を行うとき、操作されるストッパ部材２２は、フレキシブル配線基板６の
裏板部６Ｂに摺接しつつ裏板部６Ｂを後述するコンタクト端子２０ａｉの可動端子部に向
けて押圧する押圧面部２２ａを、コンタクト端子２０ａｉの可動端子部に対向する部分に
有している。
【０００５】
ストッパ部材２２における押圧面部２２ａに対向する部分には、斜面部２２ｓを有する案
内面２２ｂがその中間部に形成されている。
【０００６】
複数のコンタクト端子２０ａｉは、フレキシブル配線基板６の端子部６Ｅの配列に対応し
てケーブル収容部１６内に配列されている。各コンタクト端子２０ａｉは、プリント配線
基板２の端子部に半田付固定される固定端子部２０Ｓと、二股状に形成される案内片部２
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０Ｂおよび可動端子部２０Ａと、固定端子部２０Ｓと案内片部２０Ｂおよび可動端子部２
０Ａの合流部とを連結する連結部２０Ｃとを含んで構成されている。
【０００７】
各コンタクト端子２０ａｉの案内片部２０Ｂの先端は、ストッパ部材２２の案内面２２ｂ
に臨むように配置されている。可動端子部２０Ａは、先端にフレキシブル配線基板６の端
子部６Ｅに電気的に接続される接点部を有している。
【０００８】
連結部２０Ｃは、その突起部がコネクタ本体部１８のケーブル収容部１６に隣接して形成
されるスリットに圧入されることにより、コネクタ本体部１８に固定されている。
【０００９】
これにより、図１６（Ａ）に示されるように、ストッパ部材２２の斜面部２２ｓがケーブ
ル収容部１６および案内片部２０Ｂに対し離隔状態となるとき、即ち、アンロック状態と
なるとき、案内片部２０Ｂの斜面部２２ｓは、案内片部２０Ｂに対し離隔し非係合状態と
なる。従って、フレキシブル配線基板６の端子部６Ｅが挿入口２４を通じてケーブル収容
部１６内に挿入可能とされる。
【００１０】
かかる構成において、フレキシブル配線基板６の端子部６Ｅを各コンタクト端子２０ａｉ
の接点部に電気的に接続するにあたっては、図１６（Ａ）に示されるように、ストッパ部
材２２の斜面部２２ｓがケーブル収容部１６に対し離隔状態となるとき、挿入口２４を通
じてフレキシブル配線基板６の端子部６Ｅがケーブル収容部１６の後方側を形成する後部
壁部１８ａ近傍位置まで矢印Ｆの示す方向に沿って挿入された後、ストッパ部材２２の先
端が矢印Ｌの示す方向に沿って摺動される。従って、フレキシブル配線基板６の端子部６
Ｅは、ストッパ部材２２の押圧面部２２ａによりコンタクト端子２０ａｉの可動端子部２
０Ａの接点部に対し押圧され電気的に接続されることとなる。
【００１１】
その際、フレキシブル配線基板６の端子部６Ｅは、ストッパ部材２２の押圧面部２２ａと
弾性変位した各コンタクト端子２０ａｉの可動端子部２０Ａとにより挟持され、相互間の
摩擦力により保持されることとなる。
【００１２】
上述のようなケーブル用コネクタにおいては、比較的高周波数帯域の信号の伝送が行なわ
れる場合、波形の歪の一因となるクロストークあるいは信号の反射等を抑制する対策とし
て電子機器およびコネクタ間のインピーダンス整合を図ることが、提案されている。
【００１３】
また、ケーブル用コネクタにおいて比較的高周波数帯域の信号の伝送性能を高めるために
インピーダンス整合を図るとともに、図１６（Ａ）に示されるコンタクト端子２０ａｉの
可動端子部２０Ａにおける接点部とその基端部との間の長さＬをより短くしインダクタン
スを減少させることにより、比較的高周波数帯域の信号の伝送性能が高められることが知
られている。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
上述のようにコンタクト端子２０ａｉの可動端子部２０Ａにおける接点部とその基端部と
の間の長さＬをより短くしインダクタンスを減少させる場合、可動端子部２０Ａのばね定
数の変更が必要となる。
【００１５】
例えば、ばね定数の互いに異なる可動端子部２０Ａがそれぞれ弾性変位した場合、その接
点部の変位δとその接点部に作用される荷重Ｐとの関係は、図１７に示される直線Ｌａお
よびＬｂのように表される。図１７は、縦軸に荷重Ｐをとり、横軸に変位δをとり、その
接点部の変位δに対応した接点部に作用される荷重Ｐの変化をしめす。
【００１６】
直線Ｌａおよび直線Ｌｂは、それぞれ、可動端子部２０Ａのばね定数が互いに異なる場合
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において、直線Ｌａのばね定数が直線Ｌｂのばね定数に比して小のときをあらわすことと
なる。従って、上述の長さＬがより短くなるようにばね定数が大に変更されるとき、許容
される荷重Ｐの範囲がＰａ以上Ｐｂ以下、例えば、３０ｇ以上５０ｇ以下の範囲に設定さ
れるとき、その範囲は変更されないので接点部の変位の許容範囲が、直線Ｌａに従うδ３
以上δ４以下の範囲（δＡ）、例えば、０．２ｍｍ以上０．３ｍｍ以内の範囲から、直線
Ｌｂに従うδ１以上δ２以下の範囲（δＢ）、即ち、より小さな値であってより狭い範囲
に変更されることとなる。
【００１７】
しかしながら、ストッパ部材２２が射出成形され、かつ、コンタクト端子２０ａｉがプレ
ス加工により製作される場合、各構成部品の加工精度のばらつきを抑えることにも一定の
限界があるので上述の接点部の変位の幅が直線Ｌｂに従うδ１以上δ２以下の許容範囲（
δＢ）に一致させることが容易でない場合がある。
【００１８】
以上の問題点を考慮し、本発明は、フラットケーブルと配線基板との間の電気的接続を行
うフラットケーブル用コネクタであって、コネクタ端子の可動端子部の接点部の接触圧力
が所定の圧力とされるもとで、各構成部品の加工精度のばらつきに影響されることなく、
可動端子部の長さをより短く設定することができ、従って、比較的高周波数帯域の信号の
伝送性能が高めることができるフラットケーブル用コネクタを提供することを目的とする
。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
　上述の目的を達成するために、本発明に係るフラットケーブル用コネクタは、フラット
ケーブルの接続部が収容される収容部に隣接して配され、接続部の電極部に対する電気的
接続を行う可動接点部を有する可動側端子形成部と、可動側端子形成部の可動接点部に対
し所定の圧力でフラットケーブルの電極部を付勢する付勢部とを含んでなる第１のコンタ
クト端子と、収容部に隣接して第１のコンタクト端子とともに配され、フラットケーブル
の接続部の電極部に対する電気的接続を行う可動接点部を有する可動側端子形成部を有す
る第２のコンタクト端子と、

位置決め部と、を備えて
構成される。
【００２０】
　また、第１のコンタクト端子および第２のコンタクト端子の可動側端子形成部は、フラ
ットケーブルの電極部に電気的に接続される可動接点部を有し

可動側端子と、一端が可動側端子に電気的に接続される接続端子とを含んでなるもので
あってもよい。
【００２１】
　第１のコンタクト端子における可動側端子形成部と付勢部とが一体に形成されてもよ

【００２２】
位置決め部により位置決めされたフラットケーブルの電極部が、第１のコンタクト端子に
おける可動側端子形成部の可動接点部と付勢部との間に配されるものであってもよい。
【００２３】
第１のコンタクト端子は、接地するために用いられる接地用コンタクト端子であり、第２
のコンタクト端子は、信号を伝送するために用いられる信号用コンタクト端子であっても
よい。
【００２４】
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第１のコンタクト端子および第２のコンタクト端子の可動側
端子形成部の可動接点部がそれぞれ挿入される複数のスリットが形成される面を第１のコ
ンタクト端子および第２のコンタクト端子の配列方向に沿って収容部に有し、接続部の電
極部が複数のスリットが形成される面に当接されることにより、接続部の電極部の第１の
コンタクト端子および第２のコンタクト端子における可動接点部に対する位置を位置決め
するとともに、可動接点部の変位方向に沿った変位量を規制する

Ｃ形またはＳ形に形成され
る

い
。



【発明の実施の形態】
図３および図４は、それぞれ、本発明に係るフラットケーブル用コネクタの第１実施例に
おける外観を示す。
【００２５】
ケーブル用コネクタは、例えば、後述されるプリント配線基板４２上に配されケーブル収
容部４８を有するコネクタ本体部３０と、コネクタ本体部３０におけるケーブル収容部４
８に設けられプリント配線基板４２の電極部とフレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅ
における接地ラインとを電気的に接続する複数の接地用固定側端子３６ａｉ（ｉ＝１～ｎ
，ｎは正の整数）および接地用可動側端子４６と、コネクタ本体部３０におけるケーブル
収容部４８に隣接して設けられプリント配線基板４２の電極部とフレキシブル配線基板３
２の端子部３２Ｅにおける信号ラインとを電気的に接続する複数の信号用固定側端子３８
ａｉ（ｉ＝１～ｎ，ｎは正の整数）および信号用可動側端子４４と、コネクタ本体部３０
に対し摺動可能に支持されるストッパ部材４０とを含んで構成されている。
【００２６】
フレキシブル配線基板３２は、例えば、ＹＦＬＥＸ（登録商標）と称され、保護層に覆わ
れた複数の導電層が絶縁性基材上に形成された構成とされる。絶縁性基材は、例えば、厚
さ５０μｍ程度の液晶ポリエステル（ＬＣＰ）、ガラスエポキシ樹脂、ポリイミド（ＰＩ
）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、あるいは、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）
で成形されている。また、導電層は、例えば、銅合金の層で形成されている。保護層は、
例えば、熱硬化型のレジスト層、あるいは、ポリイミドフィルムにより形成されている。
【００２７】
フレキシブル配線基板３２において接続される一端の一方の表面には、裏板３４が設けら
れている。板状の裏板３４は、例えば、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）で所定の
厚さに作られている。
【００２８】
フレキシブル配線基板３２の一端の他方の表面には、図１および図２に示されるように、
例えば、所定の幅の複数の電極により構成される端子部３２Ｅが形成されている。信号用
電極群および接地用電極群よりなる端子部３２Ｅは、フレキシブル配線基板３２の内部の
導電層に電気的に接続されている。接地ラインに接続される二つの接地用電極は、例えば
、信号ラインに接続される二つの信号用電極を挟むように離隔して所定の相互間隔で形成
されている。
【００２９】
フレキシブル配線基板３２を選択的にコネクタ本体部３０に対し保持するストッパ部材４
０は、フレキシブル配線基板３２を囲むように切欠かれた切欠部４４ｄを有しコネクタ本
体部３０の挿入口５１の周縁の端面に載置される平坦部と、平坦部におけるコネクタ本体
部３０に対向する面から突出する押圧片部４０ｐとを含んで構成されている。
【００３０】
フレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅの信号用可動端子４４および接地用可動側端子
４６に対する着脱を行うとき、操作されるストッパ部材４０における押圧片部４０ｐの押
圧面部４０ｐｓは、図１に二点鎖線で示されるように、フレキシブル配線基板３２の裏板
３４に摺接しつつケーブル収容部４８内に挿入される。押圧片部４０ｐは、その先端に斜
面部を有しており、また、押圧片部４０ｐの押圧面部４０ｐｓは、裏板３４を、後述する
位置決め部４８ｗｐに対し、また、後述する信号用可動端子４４および接地用可動側端子
４６に向けて押圧するものとされる。
【００３１】
コネクタ本体部３０は、接続されるべきフレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅおよび
裏板３４が通過する挿入口５１を一方の端部に有している。その挿入口５１は、コネクタ
本体部３０の内部に形成されるケーブル収容部４８に連通している。コネクタ本体部３０
のケーブル収容部４８は、コネクタ本体部３０の内壁により囲まれ形成されている。その
内壁は、挿入されるストッパ部材４０における押圧片部４０ｐの斜面に連なる外面に対応
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して形成される部分４８ｗａと、フレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅの接続のとき
、ストッパ部材４０の押圧片部４０ｐの先端が当接する部分４８ｗｂ、および、端子部３
２Ｅが位置決めされる位置決め部４８ｗｐと、図１において紙面に対し略垂直方向にある
両側面とにより形成されている。
【００３２】
ケーブル収容部４８に隣接した一方側には、図２に示されるように、第１のコンタクト端
子としての各接地用固定側端子３６ａｉの押圧片部３６Ａがそれぞれ挿入されるスリット
３０ｓ１が複数形成されている。各スリット３０ｓ１は、ケーブル収容部４８内に連通し
ている。隣接するスリット３０ｓ１相互間は、それぞれ、隔壁３０ｗｓにより仕切られて
いる。また、ケーブル収容部４８に隣接した他方側には、各接地用固定側端子３６ａｉの
接続端子部３６Ｂが圧入されるスリット３０ｓ３がスリット３０ｓ１に対向して共通の平
面上に形成されている。スリット３０ｓ１とスリット３０ｓ３とは、コネクタ本体部３０
におけるプリント配線基板４２に固定される側の端部に形成されるスリットｓ２により連
結されている。スリット３０ｓ１および３０ｓ３は、ケーブル収容部４８を挟んで互いに
略平行にプリント配線基板４２の被接続面に対し略垂直に形成されている。また、後述す
る連結部３６Ｃが挿入されるスリット３０ｓ２は、プリント配線基板４２の被接続面に対
し略平行に形成されている。
【００３３】
複数の接地用固定側端子３６ａｉは、図２に示されるように、薄板状の金属片、例えば、
りん青銅または、ベリリューム銅等により作られ、フレキシブル配線基板３２の端子部３
２Ｅの接地電極の配列に対応してケーブル収容部４８内に配列されている。各接地用固定
側端子３６ａｉは、プリント配線基板４２の端子部に半田付固定される固定端子部３６Ｇ
と、二股状に互いに略平行に形成される接続端子部３６Ｂおよび押圧片部３６Ａと、固定
端子部３６Ｇと接続端子部３６Ｂおよび押圧片部３６Ａの合流部とを連結する連結部３６
Ｃとを含んで構成されている。
【００３４】
各接地用固定側端子３６ａｉの押圧片部３６Ａの湾曲部は、挿入されるストッパ部材４０
の押圧片部４０ｐに臨むように配置されている。ストッパ部材４０の押圧片部４０ｐが挿
入されていないとき、図１の二点鎖線で示されるように、押圧片部３６Ａの湾曲部は、ケ
ーブル収容部４８内に侵入するものとされ、また、ストッパ部材４０の押圧片部４０ｐが
挿入されるとき、押圧片部３６Ａの湾曲部は、図１および図２に実線で示されるように、
押圧片部４０ｐによりケーブル収容部４８から離隔する方向に押圧される。従って、付勢
部としての押圧片部３６Ａは、挿入されるストッパ部材４０の押圧片部４０ｐをケーブル
収容部４８における位置決め部４８ｗｐに向けて所定の圧力で押圧することとなる。
【００３５】
コネクタ本体部３０におけるスリット３０ｓ３とケーブル収容部４８との間の部分には、
スリット３０ｓ３に交叉するようにスリット３０ｓ４が形成されている。スリット３０ｓ
４の形状は、図６に拡大されて示されるように、二つの異径断面形状とされ、小径部３０
ｓｂと、大径部３０ｓａとから構成されている。小径部３０ｓｂの一方の端部は、位置決
め部４８ｗｐの表面に開口し、小径部３０ｓｂの他方の端部は、大径部３０ｓａに開口し
ている。大径部３０ｓａの一方の端部は、スリット３０ｓ３に対し開口している。スリッ
ト３０ｓ４内には、接地用可動側端子４６が設けられている。
【００３６】
接地用可動側端子４６は、図６に示されるように、例えば、りん青銅または、ベリリュー
ム銅等により作られ、端子部３２Ｅの接地電極に電気的に接続される可動接点部４６ｅを
有するＣ形の可動部４６Ｃと、可動部４６Ｃの一端に連結され、接続端子部３６Ｂに電気
的に接続される接点部４６ｆを有する固定部４６Ｆとを含んで構成されている。固定部４
６Ｆは、大径部３０ｓａに挿入され、また、可動部４６Ｃは、小径部３０ｓｂに挿入され
ている。従って、固定部４６Ｆと可動部４６Ｃとの間の結合部は、小径部３０ｓｂと大径
部３０ｓａとの間の段差部に係合することにより、小径部３０ｓｂ側への移動が規制され

10

20

30

40

50

(6) JP 3645539 B2 2005.5.11



ることとなる。
【００３７】
可動部４６Ｃの可動接点部４６ｅは、フレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅが挿入さ
れていない場合、図６に示されるように、スリット３０ｓ４を通じてケーブル収容部４８
内に侵入し、一方、フレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅが挿入されるとき、端子部
３２Ｅによりその可動部４６Ｃの弾性力に抗してスリット３０ｓ４内に押圧される。
【００３８】
組み付けにあたっては、接地用可動側端子４６が、接地用固定側端子３６ａｉが挿入され
る以前にスリット３０ｓ４に連通するスリット３０ｓ５を通じてスリット３０ｓ４内に挿
入される。
【００３９】
なお、接地用可動側端子４６の形状は、斯かる例に限られることなく、例えば、図７に拡
大されて示されるように、接地用可動側端子５０は、例えば、りん青銅または、ベリリュ
ーム銅等により作られ、端子部３２Ｅの接地電極に電気的に接続される可動接点部５０ｅ
を有するＳ形の可動部５０Ｓと、可動部５０Ｓの一端に連結され、接続端子部３６Ｂに電
気的に接続される接点部５０ｆを有する固定部５０Ｆとを含んで構成されている。固定部
５０Ｆは、大径部３０ｓａに挿入され、また、可動部５０Ｓは、小径部３０ｓｂに挿入さ
れている。
【００４０】
可動部５０Ｓの可動接点部５０ｅは、フレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅが挿入さ
れていない場合、図７に示されるように、スリット３０ｓ４を通じてケーブル収容部４８
内に侵入し、一方、フレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅが挿入されるとき、端子部
３２Ｅによりその可動部５０Ｓの弾性力に抗してスリット３０ｓ４内に押圧される。
【００４１】
コネクタ本体部３０における隣接するスリット３０ｓ３相互間には、信号用固定側端子３
８ａｉがそれぞれ挿入される二つのスリット３０ｓ５が所定の間隔でスリット３０ｓ３の
配列の共通直線と同一の直線上となるように形成されている。各スリット３０ｓ５は、互
いに平行に相対向して形成されている。スリット３０ｓ５は、コネクタ本体部３０におけ
るプリント配線基板４２側の端部に形成されるスリット３０ｓ８に連結されている。
【００４２】
第２のコンタクト端子としての信号用固定側端子３８ａｉは、図１に示されるように、ス
リット３０ｓ５に挿入される接続端子３８Ｂと、接続端子３８Ｂに連結されプリント配線
基板４２の端子部に半田付け固定される固定端子部３８Ｓとを含んで構成される。固定端
子部３８Ｓは、スリット３０ｓ８に挿入されている。
【００４３】
コネクタ本体部３０におけるスリット３０ｓ５とケーブル収容部４８との間の部分には、
スリット３０ｓ５に交叉するようにスリット３０ｓ６が形成されている。スリット３０ｓ
６の形状は、図６に拡大されて示されるものと同様に、二つの異径断面形状とされ、小径
部と、大径部とから構成されている。小径部の一方の端部は、位置決め部４８ｗｐの表面
に開口し、小径部の他方の端部は、大径部に開口している。大径部の一方の端部は、スリ
ット３０ｓ５に対し開口している。スリット３０ｓ６内には、信号用可動側端子４４が設
けられている。
【００４４】
信号用可動側端子４４は、図１に示されるように、例えば、りん青銅または、ベリリュー
ム銅等により作られ、端子部３２Ｅの接地電極に電気的に接続される可動接点部４４ｅを
有するＣ形の可動部４４Ｃと、可動部４４Ｃの一端に連結され、接続端子部３８Ｂに電気
的に接続される接点部４４ｆを有する固定部４４Ｆとを含んで構成されている。固定部４
４Ｆは、スリット３０ｓ６の大径部に挿入され、また、可動部４４Ｃは、小径部に挿入さ
れている。従って、固定部４４Ｆと可動部４４Ｃとの結合部は、小径部と大径部との間の
段差部に係合されることにより、小径部側への移動が規制されることとなる。
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【００４５】
可動部４４Ｃの可動接点部４４ｅは、フレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅが挿入さ
れていない場合、スリット３０ｓ６を通じてケーブル収容部４８内に侵入し、一方、フレ
キシブル配線基板３２の端子部３２Ｅが挿入されるとき、端子部３２Ｅによりその可動部
４４Ｃの弾性力に抗してスリット３０ｓ６内に押圧される。
【００４６】
組み付けにあたっては、信号用可動側端子４４が、信号用固定側端子３８ａｉが挿入され
る以前にスリット３０ｓ６に連通するスリット３０ｓ７を通じてスリット３０ｓ６内に挿
入される。
【００４７】
なお、信号用可動側端子４４の形状は、斯かる例に限られることなく、例えば、図７に拡
大されて示されるような、Ｓ形であってもよい。
【００４８】
斯かる構成により、図 1に二点鎖線で示されるように、ストッパ部材４０の押圧片部４０
ｐがケーブル収容部４８および押圧片部３６Ａに対し離隔状態となるとき、即ち、アンロ
ック状態となるとき、押圧片部４０ｐは、押圧片部３６Ａに対し離隔し非係合状態となる
。従って、フレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅが挿入口５１を通じてケーブル収容
部４８内に挿入可能とされる。
【００４９】
また、フレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅを接地用固定側端子３６ａｉおよび信号
用固定側端子３８ａｉに電気的に接続するにあたっては、図１に実線で示されるように、
挿入口５１を通じてフレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅがケーブル収容部４８の部
分４８ｗｂ近傍位置まで挿入された後、ストッパ部材４０の押圧片部４０ｐが摺動されケ
ーブル収容部４８に挿入される。
【００５０】
従って、フレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅおよび裏板３４は、ストッパ部材４０
の押圧面部４０ｐｓにより、信号用可動側端子４４および接地用可動側端子４６の可動接
点部４６ｅおよび４４ｅに対し押圧され電気的に接続されることとなる。
【００５１】
従って、端子部３２Ｅは、ストッパ部材４０の押圧面部４０ｐｓと弾性変位した可動部４
４Ｃおよび４６Ｃとにより挟持され、相互間の摩擦力により保持されることとなる。
【００５２】
その際、フレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅの相対位置は、ストッパ部材４０によ
り、位置決め部４８ｗｐに対し押圧され位置決めされるのでストッパ部材４０の加工精度
のばらつきに影響されることなく可動部４４Ｃおよび４６Ｃの弾性変位量が所定範囲内と
される。これにより、可動接点の接触圧力が適正な値に設定されるもとで、図１において
信号用固定側端子３８ａｉの信号用固定側端子３８ａｉの長さＬは、図１６（Ａ）および
（Ｂ）に示される従来のものに比べてより短く設定することが可能とされる。その結果、
インダクタンスが減少することにより、比較的高周波数帯域の信号の伝送性能が高められ
ることとなる。
【００５３】
図８および図９は、本発明に係るフラットケーブル用コネクタの第２実施例における外観
を示す。
【００５４】
なお、図８および図９においては、図１および図２に示される例において、同一とされる
構成要素については同一の符号を付して示し、その重複説明を省略する。
【００５５】
ケーブル用コネクタは、例えば、プリント配線基板４２上に配されケーブル収容部７０を
有するコネクタ本体部６０と、コネクタ本体部６０におけるケーブル収容部７０に設けら
れプリント配線基板４２の電極部とフレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅにおける接
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地ラインとを電気的に接続する複数の接地用固定側収容部７０に隣接して設けられプリン
ト配線基板４２の電極部とフレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅにおける信号ライン
とを電気的に接続する複数の信号用固定側端子６４ａｉ（ｉ＝１～ｎ，ｎは正の整数）と
、コネクタ本体部端子６２ａｉ（ｉ＝１～ｎ，ｎは正の整数）と、コネクタ本体部６０に
おけるコネクタ本体部６０に対し摺動可能に支持されるストッパ部材４０とを含んで構成
されている。
【００５６】
コネクタ本体部６０は、接続されるべきフレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅおよび
裏板３４が通過する挿入口７２を一方の端部に有している。その挿入口７２は、コネクタ
本体部６０の内部に形成されるケーブル収容部７０に連通している。コネクタ本体部６０
のケーブル収容部７０は、コネクタ本体部６０の内壁により囲まれ形成されている。その
内壁は、挿入されるストッパ部材４０における押圧片部４０ｐの斜面に連なる外面に対応
して形成される部分７０ｗａと、フレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅの接続のとき
、ストッパ部材４０の押圧片部４０ｐの先端が当接する部分７０ｗｂ、および、端子部３
２Ｅが位置決めされる位置決め部７０ｗｐと、図１０において紙面に対し略垂直方向にあ
る両側面とにより形成されている。
【００５７】
ケーブル収容部７０に隣接した一方側には、図８および図１０に示されるように、各接地
用固定側端子６２ａｉの押圧片部６２Ａがそれぞれ挿入されるスリット６０ｓ１が複数形
成されている。各スリット６０ｓ１は、ケーブル収容部７０内に連通している。隣接する
スリット６０ｓ１相互間は、それぞれ、隔壁６０ｗｓにより仕切られている。また、ケー
ブル収容部７０に隣接した他方側には、各接地用固定側端子６２ａｉの可動側端子６８が
圧入されるスリット６０ｓ３がスリット６０ｓ１に対向して共通の平面上に形成されてい
る。隣接するスリット６０ｓ３相互間は、隔壁により仕切られている。スリット６０ｓ１
とスリット６０ｓ３とは、コネクタ本体部６０におけるプリント配線基板４２に固定され
る側の端部に形成されるスリット６０ｓ２により連結されている。スリット６０ｓ１およ
び６０ｓ３は、ケーブル収容部７０を挟んで互いに略平行にプリント配線基板４２の被接
続面に対し略垂直に形成されている。また、後述する連結部６２Ｃが挿入されるスリット
６０ｓ２は、プリント配線基板４２の被接続面に対し略平行に形成されている。
【００５８】
第１のコンタクト端子としての複数の接地用固定側端子６２ａｉは、図１０および図１１
に示されるように、薄板状の金属片、例えば、りん青銅または、ベリリューム銅等により
作られ、フレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅの接地電極の配列に対応してケーブル
収容部７０に対向して配列されている。各接地用固定側端子６２ａｉは、プリント配線基
板４２の端子部に半田付固定される固定端子部６２Ｇと、二股状に互いに略平行に形成さ
れる可動側端子部６８および押圧片部６２Ａと、固定端子部６２Ｇと可動側端子部６８お
よび押圧片部６２Ａの基端部とを連結する連結部６２Ｃとを含んで構成されている。
【００５９】
各接地用固定側端子６２ａｉの押圧片部６２Ａの湾曲部は、挿入されるストッパ部材４０
の押圧片部４０ｐに臨むように配置されている。ストッパ部材４０の押圧片部４０ｐが挿
入されていないとき、押圧片部６２Ａの湾曲部は、ケーブル収容部７０内に侵入するもの
とされ、また、ストッパ部材４０の押圧片部４０ｐが挿入されるとき、押圧片部６２Ａの
湾曲部は、押圧片部４０ｐによりケーブル収容部７０から離隔する方向に押圧される。従
って、付勢部としての押圧片部６２Ａは、挿入されるストッパ部材４０の押圧片部４０ｐ
をケーブル収容部７０における位置決め部７０ｗｐに向けて所定の圧力で押圧することと
なる。
【００６０】
スリット６０ｓ３内に配される可動側端子６８は、可動接点部６８ａを有する湾曲部６８
Ａを備えている。湾曲部６８Ａは、押圧片部６２Ａに対し略平行に延びた後、端子部３２
Ｅに向ってＵ字状に湾曲するものとされる。可動接点部６８ａは、ストッパ部材４０の押
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圧片部４０ｐが挿入されていないとき、スリット６０ｓ３からケーブル収容部７０内に所
定量侵入するものとされる。一方、ストッパ部材４０の押圧片部４０ｐが挿入されるとき
、可動接点部６８ａは、スリット６０ｓ３内に押圧され押し込まれる。
【００６１】
コネクタ本体部６０における隣接するスリット６０ｓ３相互間には、図１３および図１４
に示されるように、信号用固定側端子６４ａｉがそれぞれ挿入される二つのスリット６０
ｓ４が所定の間隔でスリット６０ｓ３の配列の共通直線と同一の直線上となるように形成
されている。各スリット６０ｓ４は、互いに平行に相対向して形成されている。スリット
６０ｓ４は、コネクタ本体部６０におけるプリント配線基板４２側の端部に形成されるス
リット６０ｓ５に連結されている。
【００６２】
第２のコンタクト端子としての信号用固定側端子６４ａｉは、図１１および図１３に示さ
れるように、例えば、りん青銅または、ベリリューム銅等により作られ、スリット３０ｓ
４に挿入される可動側端子部６６と、可動側端子部６６の基端部に連結される連結部６４
Ｂと、連結部６４Ｂに連結されプリント配線基板４２の端子部に半田付け固定される固定
端子部６４Ｓとを含んで構成される。固定端子部６４Ｓは、スリット６０ｓ５に挿入され
ている。可動側端子部６６は、端子部３２Ｅとの電気的接続を行う可動接点部６６ａを湾
曲部の一端に有している。
【００６３】
可動接点部６６ａは、フレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅが挿入されていない場合
、スリット６０ｓ４を通じてケーブル収容部７０内に侵入し、一方、フレキシブル配線基
板３２の端子部３２Ｅが挿入されるとき、端子部３２Ｅによりその湾曲部の弾性力に抗し
てスリット６０ｓ４内に押圧され押し込まれる。
【００６４】
斯かる構成により、ストッパ部材４０の押圧片部４０ｐがケーブル収容部７０および押圧
片部６２Ａに対し離隔状態となるとき、即ち、アンロック状態となるとき、押圧片部４０
ｐは、押圧片部６２Ａに対し離隔し非係合状態となる。従って、フレキシブル配線基板３
２の端子部３２Ｅが挿入口７２を通じてケーブル収容部７０内に挿入可能とされる。
【００６５】
また、フレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅを接地用固定側端子６２ａｉおよび信号
用固定側端子６４ａｉに電気的に接続するにあたっては、挿入口７２を通じてフレキシブ
ル配線基板３２の端子部３２Ｅがケーブル収容部７０の部分７０ｗｂ近傍位置まで挿入さ
れた後、ストッパ部材４０の押圧片部４０ｐが摺動されケーブル収容部７０に挿入される
。
【００６６】
従って、フレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅおよび裏板３４は、ストッパ部材４０
の押圧面部４０ｐｓにより、可動側端子６８および可動側端子６６の可動接点部６８ａお
よび６６ａに対し押圧され電気的に接続されることとなる。
【００６７】
従って、端子部３２Ｅは、ストッパ部材４０の押圧面部４０ｐｓと弾性変位した可動側端
子６６および６８とにより挟持され、相互間の摩擦力により保持されることとなる。
【００６８】
その際、フレキシブル配線基板３２の端子部３２Ｅの相対位置は、ストッパ部材４０によ
り、位置決め部７０ｗｐに対し押圧され位置決めされるのでストッパ部材４０の加工精度
のばらつきに影響されることなく可動側端子６６および６８の可動接点部６６ａおよび６
８ａの弾性変位量が所定範囲内とされる。これにより、可動接点の接触圧力が適正な値に
設定されるもとで、図１５において信号用固定側端子６４ａｉの可動側端子部６６の長さ
Ｌは、図１６（Ａ）および（Ｂ）に示される従来のものに比べてより短く設定することが
可能とされる。その結果、インダクタンスが減少することにより、比較的高周波数帯域の
信号の伝送性能が高められることとなる。
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【００６９】
【発明の効果】
　以上の説明から明らかなように、本発明に係るフラットケーブル用コネクタによれば、
位置決め部

各構成部品の加工精度のばらつきに影響されることなく、

従って、比較的高周波数帯域の信号の伝送性能を高めることができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るフラットケーブル用コネクタの第１実施例における要部を示す部分
断面図である。
【図２】本発明に係るフラットケーブル用コネクタの第１実施例における要部を示す部分
断面図である。
【図３】本発明に係るフラットケーブル用コネクタの第１実施例における外観を示す斜視
図である。
【図４】本発明に係るフラットケーブル用コネクタの第１実施例において一部を破断して
外観を示す斜視図である。
【図５】図４に示される例における一部を示す平面図である。
【図６】図１に示される例における可動側端子を示す部分断面図である。
【図７】可動側端子における他の例を示す部分断面図である。
【図８】本発明に係るフラットケーブル用コネクタの第２実施例において一部を破断して
外観を示す斜視図である。
【図９】本発明に係るフラットケーブル用コネクタの第２実施例において一部を破断して
外観を示す斜視図である。
【図１０】図８に示される例における要部を示す部分断面図である。
【図１１】図８に示される例における端子群の配列を示す斜視図である。
【図１２】図１１に示される例における平面図である。
【図１３】本発明に係るフラットケーブル用コネクタの第２実施例において一部を破断し
て外観を示す斜視図である。
【図１４】本発明に係るフラットケーブル用コネクタの第２実施例において一部を破断し
て外観を示す斜視図である。
【図１５】図１３に示される例における要部を示す部分断面図である。
【図１６】（Ａ）および（Ｂ）は、それぞれ、従来のケーブル用コネクタの構成を示す部
分断面図である。
【図１７】従来のケーブル用コネクタの構成についての説明に供される特性図である。
【符号の説明】
３０、６０　　コネクタ本体部
３２　　フレキシブル配線基板
３６ａｉ，６２ａｉ　　接地用固定側端子
３８ａｉ，６４ａｉ　　信号用固定側端子
４４　　信号用可動側端子
４６　　接地用可動側端子
４８、７０　　ケーブル収容部
４８ｗｐ、７０ｗｐ　　位置決め部
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は、フラットケーブルの接続部の電極部が複数のスリットが形成される面に当
接されることにより、接続部の電極部の第１のコンタクト端子および第２のコンタクト端
子における可動接点部に対する位置を位置決めするとともに、可動接点部の変位方向に沿
った変位量を規制するので 可動
接点部の接触圧力を適正値に設定でき、しかも、可動側端子形成部の長さをより短く設定
することができる。



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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